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限られた関係者の議論でまとめられた
NTT法廃止ありきの自民党提言は

納得できるものではない
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181者をはじめとする地域の事業者や
国民の声が反映されていないなか、

廃止を前提とすることには強い違和感がある

「2025年を目途としてNTT法の廃止」を
附則に明記することは不適切



3

自民党提言に対する考え

研究成果の普及責務、取締役選任等の見直しは早期に実施すべき
NTT法見直しが如何に国際競争力強化に資するのか説明されるべき

研究開発の成果開示義務
見直し

通信回線

ソリューション

クラウド

次世代通信技術
標準化・外販

NTT東西・ドコモ 国内通信事業者

-端末・OS

NTT持株・イノベーティブデバイス
（IOWN）

海外類似プロジェクト等
（Open Compute Project等）

- GAFAM

NTTの現事業領域 競合事業者等

プラットフォーム

NTTデータ

GAFAM

GAFAM

コンサル事業者
（アクセンチュア等）

-

NTTの国際競争力強化はGAFAM対抗のため？
NTT法見直しによる強化領域はどこか？
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自民党提言に対する考え

今後の通信政策のあり方を議論するにあたって
改めてNTTの特殊性を考慮すべき

※1 電信電話公社の設備投資額（財務省決算資料１９５３年度～１９８４年度までの累計）。貨幣価値の変動は調整していない。ケーブルや交換機等の資材費は含まれない。
※2 1988年郵政省審議会答申において「データ通信事業にかかる資産がその他のNTTの資産と同様国民の共有財産として形成されてきた」旨を言及。

特別な資産（設備） 特別な資産（社会インフラ）

公社から承継した全国の土地・局舎、電柱、管路等

NTT東・西の「特別な資産」
公社時代の設備投資額 25兆円※1

ケーブル数百万km 局舎7,000ビル電柱1,186万本 管路６２万km

公社から承継した社会インフラ

NTTデータの「特別な資産」※2

中央省庁、
自治体、
金融向け等
多数輸出入・港湾関連

システム「NACCS」
（1978～）

自動車登録検査
システム「MOTAS」

（1970～）

救急医療情報システム
（1976～）

航空路レーダーシステム
（1978～）

航空路管制システム
（2019～）

官庁会計システム
「ADAMS」（1977～）

公正競争に影響 地域サービスに影響 安全保障に影響
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自民党提言に対する考え

NTT法を廃止することによって
一体化・再統合・独占回帰を狙っているのではないか？

国民生活に影響する事項や各種認可事項は担保可能とされているが、
すでにNTT法に規定済みのものであり、廃止する意味はない

NTT持株

NTT東日本

NTT西日本

NTTドコモ

NTTデータ

NTT各社

巨大な 「One NTT」

移動体事業 固定通信事業 SI事業

特別な資産（設備）
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日本電信電話公社
NTT持株

NTT東日本

NTT西日本

NTTコミュニケーションズ

NTTドコモ

NTTデータ

競争導入独占市場

1999

1992

1988

公正競争条件の議論経緯①

公正競争条件整備に向けたNTTのあり方は
何年にも渡って議論され、分離分割により進められてきた

データ通信の発展に向けて
人・資本・業務の分離

電通審（1988年）

公正競争の促進のため
長距離通信会社と

地域通信会社の再編成
電通審（1996年）移動体通信業務の分離

電通審（1990年）

独占弊害に対する競争必要性
第2次臨調（1982年）

新規参入が可能となるよう
分離等の公正競争条件整備

電通審（1984年）

日本電信電話株式会社

1985
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公正競争条件の議論経緯②

NTTの独占解消・通信市場の競争促進に向けてあるべき姿が
議論されたものの反故にされた

 長距離通信会社と
地域通信会社の再編（1999年）

・ 再編各社の資本的分離

・ 再編各社間の再合併は認めない

目指した政策理念
抜本的な競争構造を創出し
市場全体の活性化を目指す

NTTが反故にした
政策理念

 移動体事業会社の分離（1992年）

Ⅹ 持株会社制度の導入により
再編成を骨抜き化（1999年）

Ⅹ 審議会の議論なしに
ドコモとコムの一体化（2022年）

Ⅹ 審議会の議論なしに
ドコモ完全子会社化（2020年）
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NTTグループ

公正競争の実現に向けて

国民の利益のためNTTグループの一体化・独占回帰の防止が必要
公正競争の実現に向けてはNTTのあり方について議論すべき

特別な資産のあり方
ドコモとデータの完全資本分離

の検討

公正競争の実現

NTT東・西

特別な資産
NTTドコモ NTTデータ

特別な
資産

ドコモ データ

NTTグループからの完全資本分離？
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維持しなくては
ならないもの

見直して良いもの 国際競争力の強化に向けた見直し
（研究成果の開示義務、社名変更、取締役選任等の規定）

NTTグループと他事業者との公正競争の確保
（グループ統合、一体化の防止）

NTTの電話・光サービスのあまねく提供義務
（特別な資産を所有するNTTの光によるラストリゾートの確保）

公益性の高い通信に対する国のコントロール権の確保
（外資規制、1/3総量規制による保護）

参考 NTT法の見直しについて
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• 海外では支配的事業者に対する構造的措置を伴う競争政策が実現

海外との比較

長距離・地域の資本分離

米国
固定・移動体・データの資本分離

韓国
アクセスの資本分離※

豪州

• 1984年にAT&Tは長距離会社と7つの地域会社
に資本分割

➡ヤードスティック競争が機能し、 長距離・地域の
分野を超えた相互 参入の結果、2社に集約

・KT：1982年韓国電気通信公社(KTA)発足、
1993年株式売却開始、2001年KTに社名変
更、2002年完全民営化（固定通信部門承継）

・SKT：1984年KTAの移動通信部門を分社化、
1994年に財閥SKへスピンオフ

・LGU+：1982年KTAのデータ通信部門を分社化、
2003年完全民営化、2010年LG Dacom
と電力公社の通信部門からスピンオフした
LG Powercom社との合併で発足。

➡固定・移動の分野を超えた相互参入が起き、
3社に集約

• 2008年にNBN Co（100%政府出資の光アク
セス会社）を設立し、Telstraの線路敷設基盤等
をNBN Coに譲渡

➡Telstraとは資本的に分離されたアクセス会社
を設立

資本分離せず一体経営維持

日本
KTA Telstra 電電公社

LGU＋

LG
Dacom

KEPCO

LG 
PowercomKT

SK
Tele
com

KT SKT

NTT NTTドコモ NTTデータ

NTT（持株）

東西 コム ドコモ データ

NTT（持株）

ドコモGr データGr

AT&T

AT&T

ナ
イ
ネ
ッ
ク
ス

サ
ウ
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
ベ
ル

ア
メ
リ
テ
ッ
ク

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
テ
レ
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ス

ベ
ル
サ
ウ
ス

ベ
ル
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

U
S
ウ
エ
ス
ト

ベライ
ゾン

AT&T
(SBC)

Telstra

東西
• 1985年に民営化されNTTが設立。

その後、データ通信会社（NTTデータ）や移動体通信
会社（NTTドコモ）が設立。

• 1999年に持株体制へ移行。
地域通信会社（NTT東・西）や長距離通信会社

（NTTコム）を設立し配下へ。
• 2020年のドコモの完全子会社化等、グループ統合・

一体化。
➡アクセス部門は同一会社内の機能分離に留まる。

NBN
Co

※100%政府出資

KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル「NTT法のあり方に関する見解について（2）」（2023年11月14日）より
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/11/14/7083.html

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/11/14/7083.html
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• 30年の年月・25兆円もの費用をかけ、電話加入権等の国民負担で構築された
全国の「特別な資産」を有し、通信基盤をあまねく整備･維持できる唯一無二の存在

NTTの有する「特別な資産」

局舎
NTTや競争事業者が

サーバーや交換機を置くこと可能な建物

電柱
回線を懸架し住宅等までの
通信ラインを構築する設備

携帯基地局

管路
日本全国に張り巡らされた通信

回線パイプライン

携帯基地局

住宅等

ビル・住宅等

都市 地方

モバイル 自動運転
GIGA

スクール
スマート農業

とう道
人が通れる大きさの

通信回線敷設トンネル

「特別な資産」
KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル「NTT法のあり方に関する見解について」（2023年10月31日）より
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/10/31/7049.html

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/10/31/7049.html
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• 競争事業者が「構築し得ない」規模で、通信の黎明期から築き上げた国民の財産

NTTの有する「特別な資産」

電柱
約1,190万本

光ファイバ
約110万㎞

局舎
約7,000ビル

土地
約17.3㎢

全国交番の数
(約6,000)を上回る

月までの距離
約3倍

東京ドーム
約370個分

国民
10人に1本

とう道
約650㎞

東京の地下鉄
総延長の約2倍

管路
約60万㎞

地球
15周半

KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル「NTT法のあり方に関する見解について」（2023年10月31日）より
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/10/31/7049.html

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2023/10/31/7049.html
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NTTの有する「特別な資産」

NTT HP
https://group.ntt/jp/environment/whatdoing/recycling01.html
※2023年10月以降削除

NTT東日本 HP
https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-hikari/column/cable_tunnel_01/index.html

https://group.ntt/jp/environment/whatdoing/recycling01.html
https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-hikari/column/cable_tunnel_01/index.html
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• 1988年3月 郵政省電気通信審議会が「データ通信の今後の発展方策答申」を公表
→ NTTの人的・資本的・業務的に十分な分離を行うことを指摘

• これを受けて、1988年5月に公社時代に構築された公共・金融等の社会インフラシステム※

を含むデータ通信事業を分離

公社時代の社会インフラ事業のNTTデータへの譲渡

1988年 NTTデータへのデータ通信事業の分離
（1988年4月日本電信電話株式会社報道発表、5月分離実施）

 NTTの出資比率の低下

 転籍による社員の移行

 NTTによる新会社への回線提供の他事業者等との無差別公平性の
確保

 NTTから新会社への取引を通じた補助の禁止、第三者と同等の取
引条件の確保

 NTT・新会社の共同調達の禁止

※1966年 日本電信電話公社に対して
データ通信サービスの実施認可

1967年 日本電信電話公社は
「電信・電話に次ぐ第三の通信、データ通信」を掲げ
データ通信本部を設立
主に官公庁・金融向けシステムの開発を担う

出典：総務省「公正競争確保の在り方に関する検討会議第１回会合」
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• 公社時代から現在まで、中央省庁、自治体、医療機関、電力会社等のシステム構築・運用を
担い、税務、雇用・労働、貿易、交通など社会を支えるITインフラを提供

公社時代から承継する社会インフラ（公共分野）

出典：NTTデータ「統合レポート2023」を加工1985年以前は日本電信電話公社時代に構築された社会インフラ

気象庁
気象観測システム「アメダス」（1974年～）
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• 公社時代から現在まで、日銀ネット、全銀システム、ANSER等の決済インフラの構築・運用
を担い、日本の金融・経済を支える金融ITインフラを提供

出典：NTTデータ「統合レポート2023」を加工

• 1973年「全国銀行データ通信システム」
の以前は日本電信電話公社の「電話ネッ
トワークによる決済システム」が存在。

• 日本電信電話公社のシステムに変わって
1973年に「全国銀行データ通信システ
ム」が開発稼働。

• 1985年日本電信電話公社が民営化、
1988年にNTTデータがNTTから分離独
立し、以降NTTデータが担当

公社時代から承継する社会インフラ（金融分野）

その他の主な金融ITインフラ
 全国地方銀行協会システム ACS（1968年～）
 郵便貯金システム（1978年～）
 共同利用型クレジットオンラインシステムCAFIS

（1984～）
 都銀キャッシュサービスBANCS （1984年～）
等々
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